
（株）ホットランドとの市有地賃貸借契約の締結について 

■ 場 所  桐生市黒保根町八木原地内 

■ 事 業 者  株式会社 ホットランド（東京都中央区新富）

■ 内 容  （株）ホットランドが、地元食材や観光資源等の地域資源を活用した飲食

等宿泊施設事業を計画しており、その事業用地として黒保根町八木原地内の

市有地を貸し付けるものです。事業地は、工事の臨時資材置場やイベントの

駐車場として年に数回使用する程度の遊休地となっていました。 

市では、遊休資産の活用により、交流・関係人口の増加を図り、地域振興

策として有効であるとともに、「わたらせ渓谷鐡道」や「水沼駅温泉センタ

ー」の利用促進、雇用創出等の波及効果が期待できることから、同社に貸し

付けることを決定したものです。 

■ 契 約 日  令和３年１１月２４日（水）

■貸付期間  令和３年１２月１日～令和１３年１１月３０日（１０年間） 

■契約金額  年間７３，７５０円 

■契約面積  5,380㎡（うち平坦部の2,620㎡を事業用地として活用） 

■事業開始  令和４年春以降にオープン予定 

【問い合わせ】 
地域振興整備局黒保根支所地域振興整備課産業振興係 
担当 小林 
TEL 0277-96-2113（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

令和3年11月25日 

地域振興整備局黒保根支所地域振興整備課 

市では、遊休地となっていた市有地を「飲食等宿泊施設事

業」を計画している（株）ホットランドに事業用地として

貸し付けるものです。 
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